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計画策定の経緯１
　新潟市では、昭和63年（1988年）に市民との協働により「新潟市女性行動計画」を策定し、平
成13年（2001年）には「新潟市男女共同参画行動計画」（以下「行動計画」という。）を策定して、
男女共同参画社会の実現に向けた取組を進めてきました。
　また、平成17年（2005年）には男女共同参画推進の基本的な理念と責務を明らかにした「新
潟市男女共同参画推進条例」を制定し、市民一人ひとりが尊重され、男女がともにあらゆる分
野に参画し、自分らしく生きることができるまちをめざして施策に取り組んできました。
　平成23年（2011年）３月には、同条例に基づく「第２次新潟市男女共同参画行動計画」を策定
しました。特に重大な人権侵害である配偶者等からの暴力への対応を強化するために「新潟市
配偶者等からの暴力防止・被害者支援基本計画」を同計画に包含し、条例の理念のもとに施策
を総合的に推進してきました。
　第２次行動計画が平成28年（2016年）３月で計画期間を終了することから、同計画の成果や
課題、社会状況の変化等を踏まえ施策の更なる推進を図るため、「新潟市男女共同参画推進条例」
に基づく「第３次新潟市男女共同参画行動計画」を策定することとしました。

計画策定の背景２
（１）国際的な動き
　我が国の男女共同参画は、国連の女性の地位向上に関する運動と連動して進んできました。
　昭和50年（1975年）、国連はこの年を「国際婦人年」とし、メキシコシティで第１回目の世界
女性会議である「国際婦人年世界会議」が開催され、各国の取るべき措置のガイドラインとなる
「世界行動計画」が採択されました。
　昭和54年（1979年）、国連総会において、女性に対する差別を撤廃し、男女平等原則を具体
化するための基本的かつ包括的な条約である「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す
る条約」（以下「女子差別撤廃条約」という。）が採択され、日本は昭和60年（1985年）に批准し
ました。
　平成７年（1995年）、北京で開催された第４回世界女性会議において、21世紀に向けた女性
の地位向上のための世界ビジョンである「北京行動綱領」が採択されました。
　平成21年（2009年）には、女子差別撤廃条約に基づき、我が国の男女平等に向けた取組に対
する女子差別撤廃委員会の最終見解が公表されました。この最終見解では、固定的な性別役割
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分担意識の解消、男女の賃金格差の是正、女性に対する暴力に関する取組の強化など、女性差
別解消に向けた更なる取組の必要性が指摘されています。
　平成22年（2010年）には、北京宣言及び行動綱領の採択から15年にあたることを記念し、
国連本部で「国連『北京＋15』記念会合」が開催され、「北京行動綱領」等を再確認し、実施に向
けた国連やＮＧＯ等の貢献強化の宣言等が採択されました。
　平成27年（2015年）には、国連本部で開催された「第59回国連婦人の地位委員会」において、
「国連『北京＋20』記念会合」として、これまでの取組状況に関する評価が行われました。

（２）国内の社会経済情勢の変化
　近年の社会状況としては、少子・超高齢化の進展による日本の総人口や労働力人口の減少、
未婚・離婚の増加等による単身世帯やひとり親世帯の増加などが見られます。地域社会では、
人間関係の希薄化も指摘されています。
　就労の場では、従来、女性に多かった非正規雇用が、若年層を中心に男性でも増加しており、
雇用不安の問題や正規雇用との格差などから経済的に不安定な状態に陥る人の増加につながる
おそれが出ています。特に女性は、出産・育児等による就業の中断や非正規雇用が多いことな
どを背景として生活上の困難に陥りやすく、このような状況が、更なる少子化の助長や貧困等
の次世代への連鎖を引き起こすことなどについても懸念されています。

（３）男女共同参画に関する国の動向
　国においては、男女共同参画社会の実現を21世紀の日本社会を決定する最重要課題と位置付
け、平成11年（1999年）に「男女共同参画社会基本法」に基づく「男女共同参画基本計画」を策定し
ました。平成17年（2005年）にはこれを改定して「男女共同参画基本計画（第２次）」を、平成22
年（2010年）には「第３次男女共同参画基本計画」を策定し、次のような取組を進めてきました。

１ さまざまな分野における女性の活躍促進
　女性の政策・方針決定過程への参画を促進するため、男女共同参画基本計画（第２次）では、
「2020年までにあらゆる分野における指導的地位に占める女性の割合が、少なくとも30％
程度」となるよう目標を設定して取組を進めています。また、平成20年（2008年）には「女性
の参画加速プログラム」を策定し、仕事と生活の調和の実現、女性の能力開発・能力発揮に
対する支援の充実、意識改革を一体として進めるとともに、女性の参画が進んでいない分
野について重点的な取組を進めることとしています。
　雇用の分野では、平成18年（2006年）に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律」（以下「男女雇用機会均等法」という。）が改正され、性別による差別
禁止の範囲の拡大、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアル・ハラ
スメント対策の強化など、雇用環境の整備が進められています。また、平成19年（2007年）
には、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が改正され、通常の労働者との均
衡のとれた待遇の確保、通常の労働者への転換等を促進しています。
　平成26年（2014年）には、首相と全閣僚を構成員とする「すべての女性が輝く社会づくり
本部」を設置。また、平成27年（2015年）には「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律」が成立し、従業員が301人以上の事業所においては、女性の活躍に関する状況の把握、
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課題分析や、事業主行動計画の策定が義務付けられました。

２ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
　平成17年（2005年）に「次世代育成支援対策推進法」が完全施行され、従業員301人以上の
事業所においては、従業員の仕事と家庭の両立のための具体的措置と目標値を設定した一
般事業主行動計画の策定が義務付けられました（法改正により、平成23年（2011年）４月以
降は従業員101人以上の事業所に策定が義務付けられました）。
　平成19年（2007年）には、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕
事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、男性も含めた働き方の見直し、多様な
働き方・生き方が選択できる社会づくりのための取組が進められています。
　また、平成24年（2012年）から全面施行された改正「育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律」により、事業所に対して、３歳未満の子どもを持つ
従業員に対する短時間勤務制度の制定及び所定外労働の免除が義務付けられるとともに、介
護休業に加えて介護休暇制度の制定が事業主に義務付けられました。

３ 女性に対する暴力の根絶
　平成13年（2001年）に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定
され、平成16年（2004年）及び平成19年（2007年）の改正を経て、保護命令制度の拡充など
被害者支援の充実が図られました。また、市町村においては、配偶者からの暴力の防止と
被害者の保護・支援のための基本計画の策定及び配偶者暴力相談支援センター機能の設置
が努力義務とされました。さらに、平成25年（2013年）には生活の本拠を共にする交際相手
からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の
適用対象とされることになり、法律名も「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関
する法律」に改められました。

　このように、国は男女共同参画推進のためのさまざまな取組を進めてきたところですが、今
日の社会情勢の変化を踏まえ、平成27年（2015年）に第４次男女共同参画基本計画を策定し、
以下の4つを目指すべき社会として、その実現を通じて、男女共同参画社会の形成の促進を図っ
ていくこととしています。
　①�　男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで活

力ある社会
　②　男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会
　③�　男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実し

た職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社会
　④　男女共同参画を我が国における最重要課題として位置付け、国際的な評価を得られる社会
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新潟市の現状と課題3
（１）社会状況
　本市の人口は、平成27年（2015年）１０月の推計人口では80万７千人となっており、平成22
年の国勢調査時に比べて減少しています。年齢別の人口構成比は、年少人口（15歳未満）割合
が年々減少し12.3％であるのに対し、老年人口（65歳以上）割合は年々増加し27.0％と少子・
超高齢化が進んでいます。老年人口のうち女性の割合は、57.5％と高くなっています。
　また、合計特殊出生率は、全国の数値を下回って推移し、平成25年度（2013年度）は1.32（全
国1.43）となっています。
　世帯構成割合では、単独世帯の割合が増加しており、核家族世帯と合わせると全体の８割以
上で、世帯規模は小規模化しています。

（２）男女共同参画に関する状況
　本市では、行動計画策定後、男女共同参画推進条例を制定し、行動計画推進の拠点施設「女
性センター」を「男女共同参画推進センター（アルザにいがた）」に名称変更したほか、男女共同
参画苦情処理制度の設置、男女共同参画地域推進員の配置など、男女共同参画を推進するため
の体制づくりを進めてきました。また、平成23年（2011年）に策定した第２次男女共同参画行
動計画では、男女共同参画推進条例の基本理念に基づいて目標指標を設定し、外部委員による
事業評価を実施しながら施策の推進に取り組んできました。13項目の指標のうち平成26年度
（2014年度）末時点で目標を達成しているのは、審議会等における女性委員の割合など４項目
となっており、更なる取組が必要な課題が多く残っています。

１ 性別による固定的役割分担意識の解消
　本市では、男女共同参画推進センター「アルザにいがた」や公民館を中心に、男女共同参
画に関する学習機会を提供するとともに、各区男女共同参画地域推進員による地域での啓
発事業を実施するなど男女共同参画意識の啓発に取り組んできました。しかし、本市が平
成26年（2014年）に実施した「男女共同参画に関する基礎調査」（以下「基礎調査」という。）で
は、男女共同参画社会について内容まで知っている人は12.0％で、広く市民に理解された
という状況には至っていません。
　また、社会のさまざまな場面での男女の地位の平等感については少しずつ増加している
ものの、依然として男性が優遇されていると感じている人の割合が高くなっています。男
女平等という原則は頭では理解されていても、さまざまな社会システムや慣習の中では性
別による固定的な役割分担意識が根強く残っていて、男女共同参画を実現する上での大き
な支障となっています。
　一人ひとりの個性と能力を生かしながら多様な生き方が選択できる社会づくりを進める
ために、男女共同参画の意義について更に理解を深めてもらい、性別による固定的な役割
分担意識の解消に努めることが必要です。
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２ 政策・方針決定過程への女性の参画促進
　社会のあらゆる分野で女性が男性と対等に参画し、方針決定にも女性の意見が反映され、
責任を分かち合いながらさまざまな活動を担っていくことが男女共同参画の基本です。
　本市では、政策・方針決定過程への女性の参画を進めるために、審議会等における女性委
員の割合を40％にすることを目標に取組を進めてきました。平成24年（2012年）４月に「新
潟市附属機関等への女性委員の登用促進要綱」を制定して以来、女性委員は着実に増加し、
平成26年（2014年）７月現在で女性委員の割合は40.7％となり、目標を１年早く達成して
います。また、地域においても、それまで区自治協議会では女性の会長はいませんでしたが、
平成27年（2015年）の改選により、３名が会長に就任し、女性委員の割合も38.5％まで向
上するなど、少しずつ女性の参画が進んでいます。しかし自治会・町内会などの女性の会
長の割合は低いほか、本市における管理的職業従事者の女性の割合は１割程度（平成22年度
国勢調査）となっているなど、方針決定の場への女性の参画は、依然として進んでいない状
況です。
　女性の意見が十分反映されるよう、あらゆる分野で女性の参画を進めることが必要です。

３ 雇用の場での男女格差の是正
　本市の就業者数は平成７年（1995年）をピークに減少しているのに対し、女性の就業者数
は平成17年（2005年）までは増加を続け、その後微減しています。平成22年（2010年）には
就業者全体の約45％が女性となっています。しかし、女性の正規労働者の割合は５割にと
どかず、賃金についても男女で格差のある状態が続いています。
　また、女性の労働力率は、出産・子育て期に就業を中断する女性が多いことから、30歳代
を底とするＭ字カーブを描いています。本市の場合も、全国平均や他の政令市に比べて底の
浅い緩やかなカーブとなっているものの、出産・子育て期での就業中断傾向を示しています。
　このため、男女の均等な機会と待遇の確保、男女間賃金格差の解消、女性の就業継続支
援や再就職支援に引き続き取り組む必要があります。

４ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
　誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育てや介
護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活がで
きるようワーク・ライフ・バランスを推進していく必要があります。
　「基礎調査」では、35.6％の人が「家庭生活や地域活動と仕事を同じように両立させる」ことが
望ましいと考えており、男女共同参画社会実現のために市が力を入れるべきことでは「子育て
や介護を社会的に支援する施設・サービスを充実すること」（42.7％）が最も多くなっています。
　本市では、仕事と家庭生活を両立できるよう子育てや介護についての支援体制の充実に
努めるとともに、男女がともに家庭責任を果たすことの重要性の啓発や男性の育児休業取
得を促進する取組などを行ってきました。
　しかし、正規雇用と非正規雇用という働き方の二極化が進む中で、長期的な経済の低迷
により働き方の見直しに取り組むことが難しいと考える企業も多く、ワーク・ライフ・バ
ランスの意義についてさらに啓発を進める必要があります。また、多様化する働き方に対
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応した子育てや介護等に関する支援を更に充実していく必要があります。

５ 性の尊重と生涯にわたる健康確保
　生涯にわたる健康の確保は男女ともに大切なことですが、特に女性は妊娠や出産のため
の身体的機能を備えており、男性とは異なる問題に直面する場合があることに留意する必
要があります。思春期、活動期・出産期、更年期、高齢期等人生の各段階を通じた適切な
健康の保持ができるよう総合的な対策を推進することが大切です。
　本市ではこれまでも、学校での性教育をはじめ、性を正しく理解するための学習機会の
提供のほか、生涯を通じた健康づくりの支援、心身の健康に関する相談事業など、女性の
健康確保のための施策を行ってきました。
　今後は、さらに、「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）」
に関する自己決定の大切さについて啓発を進め、この視点に基づいた生涯にわたる健康確
保のための総合的な施策を進めていく必要があります。

６ 女性に対する暴力の根絶
　配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、以下「ＤＶ」という。）は、犯罪行為
をも含む重大な人権侵害であり、被害者の多くが女性となっています。
　「基礎調査」では、配偶者から何らかの暴力を受けた経験があると答えた人は、女性
26.3％、男性11.5％となっています。また、暴力を受けたことについて、約４割の人がど
こにも相談しなかったとしています。
　本市では、平成24年（2012年）７月に新潟市配偶者暴力相談支援センターを開設し、セン
ターを中心に、関係機関や民間支援団体と連携しながら、相談・支援体制の充実を図って
きました。また、高校生や大学生に対して交際相手からの暴力「デートＤＶ」の防止セミナー
を開催するなど、若年層への啓発事業も行っています。
　ＤＶに関する理解を広め、暴力は許さないという意識の醸成を図るとともに、相談窓口
の一層の周知に努め、被害者の立場に立った相談・保護・自立支援を切れ目なく総合的に
実施する体制を整えていく必要があります。

参考データ
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731731
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777777
796796

809809 814814 812812 807807
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1,100

1,200

1,300

1,400

1,1711,171
1,2101,210

1,2361,236 1,2561,256 1,2691,269 1,2781,278 1,2741,274 1,2691,269

（千人）

昭和 55 昭和 60 平成 2 平成 7 平成 12 平成 17 平成 22 平成 27

（十万人）

資料：総務省「国勢調査」、総務省・新潟市「推計人口」

図ー１　人口の推移
新潟市 全国
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1.221.22

1.291.29

1.341.34 1.341.34

1.221.22

1.261.26

1.221.22

1.371.37

1.321.32

1.251.25

1.371.37

1.261.26

1.371.37

1.251.25

1.371.37

1.311.31

1.431.43

1.291.29

1.411.41

1.301.30

1.431.43

1.321.32

1.441.44

1.331.33

1.431.43

1.341.34
1.371.37 1.371.37 1.391.39 1.391.39 1.411.41 1.431.43 1.421.42

（%）

平成 16 平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 平成 23平成 22 平成 24 平成 25 平成 26

資料：厚生労働省、新潟県福祉保健課「H26人口動態統計」

図ー 3　合計特殊出生率の推移
新潟市 新潟県 全国

1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50

0

20

40

60

80

100

55.9

19.1

24.9

55.6

20.9

23.5

54.1

24.8

21.2

54.3

26.6

19.1

54.3

28.5

17.2

54.2

30.6

15.2

（%）

昭和 60 平成 2 平成 7 平成 12 平成 17 平成 22

資料：総務省「国勢調査」

図ー 4　新潟市世帯構成割合の推移
その他 単独 核家族

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

16.2% 14.6% 13.4% 12.8% 12.3%

68.6% 67.3% 65.6% 64.0% 60.7%

796 809 814 812 807

15.1% 17.8% 20.5% 23.2% 27.0%

（千人）

平成 7 平成 12 平成 17 平成 22 平成 27

資料：総務省「国勢調査」、新潟市「推計人口」

図ー 2　人口構成比の推移（新潟市）
年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～ 64歳） 老年人口（65歳以上）
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500 64.064.0

3,582

1,434 1,492 1,611 1,720 1,731 1,748 1,737

3,658 3,850 4,092 4,056 3,998 3,874

0

10

20

30

40

50

60

70

49.449.4 48.248.2

61.561.5

49.049.0

61.261.2

49.649.6

61.461.4

50.150.1

58.958.9

47.747.7

57.057.0

47.047.0

55.155.1

（百人）

昭和 55 昭和 60 平成 2 平成 7 平成 12 平成 17 平成 22

（%）

資料：総務省「国勢調査」

図ー 5　男女別就業者の推移
新潟市就業率 女性就業率新潟市就業者 女性就業者
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